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〇退職金課税

〇消費税

〇相続税

〇住民税 「ふるさと納税」



城西大学現代政策学部

データ: 家計調査報告家計収支編

2023年(令和５年)平均結果の概要

65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －

65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の家計収支 －

◇ シニア世代の平均像



◇ シニア世代の平均像
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注：1)1994（平成６）年の数値は、兵庫県を除いたものである。

2)2010（平成22）年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。

3)2011（平成23）年の数値は、福島県を除いたものである。

4)2015（平成27）年の数値は、熊本県を除いたものである。

5)2020（令和２）年は、調査（2019（令和元）年の所得）を実施していない。

高齢者世帯以外の世帯

出所：厚労省「国民生活基礎調査の概況2023」より

各種世帯の１世帯当たり平均所得金額の年次推移



◇ シニア世代の平均像
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公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合
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◇ シニア世代の平均像

出所：厚労省「国民生活基礎調査の概況2023」より

世帯の生活意識の年次推移
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◇ シニア世代の平均像

出所：厚労省「国民生活基礎調査の概況2023」より

各種世帯の生活意識



城西大学現代政策学部

図表１: 老齢年金月額の分布（2022（令和4）年度末時点）

国民年
金

～2万円
未満

2～3万円
未満

3～4万円
未満

4～5万円
未満

5～6万円
未満

6～7万円
未満

7万円
～

平均年金月
額(円)

受給権
者(%) 1.0 2.6 8.0 13.9 24.7 44.4 5.3 56,316

出所：厚労省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」



城西大学現代政策学部

厚生年金
～5万円
未満

5～10万円
未満

10～15万
円未満

15～20万
円未満

20～25万
円未満

25～30万
円未満

30万円
～

平均年金月額(
円)

受給権者
(%) 2.1 20.7 31.2 31.3 13.3 1.4 0.1 143,973

男性
(%) 0.8 9.3 25.0 43.2 19.6 2.0 0.1 163,875

女性
(%) 4.5 43.0 43.2 8.1 1.1 0.1 0.0 104,878

図表１: 老齢年金月額の分布（2022（令和4）年度末時点）

出所：厚労省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」



城西大学現代政策学部

繰上げ 本来 繰下げ
受給権者
数(万人)

平均年金月額
(円)

受給権者数(万
人)

平均年金月額 (
円)

受給権者
数(万人)

平均年金月額 (
円)受給率

(%)
受給率
(%)

受 給
率(%)

国民年金
174.1 27.0 41,784 460.0 71.2 55,866 11.8 1.8 74,582

厚生年金
15.6 0.6 87,332 2,724.5 98.3 110,579 32.2 1.2 146,731

男性
13.4 1.0 92,454 1,300.0 97.6 144,307 18.8 1.4 178,081

女性
2.2 0.2 56,379 1,424.5 98.9 79,799 13.4 0.9 102,773

図表２: 公的年金の繰上げ・繰下げ受給の状況（令和3年度末時点）

出所：厚労省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」



実収入 244,580円

その他

10.7％

可処分所得 213,042円

消費支出 250,959円

非消費支出
29.1％ 6.7％ 8.9％ 6.7％ 12.2

％
9.8％ 20.3％

31,538円

うち交際費
9.7％

食料 家具・家事用品保健医療
(4.2％)

教育教養娯楽
(0.0％)

37,916円

不足分

89.3％

社会保障給付 218,441円

65歳以上の夫婦のみの無職世帯の家計収支

出所：総務省「家計調査報告-家計収支編2023」より

住居 光熱・水道
被服・履物 交通・通信 その他の消費支出



そ
の
他

実収入 126,905円

社会保障給付 118,230円 不足分

93.2％ 6.8％ 30,768円

可処分所得 114,663円

消費支出 145,430円

非消費支出

12,243円
27.6％ 8.6％ 9.9％ 5.5％ 10.4％ 10.5％ 21.2％

うち交際費
11.0％

家具・家事用品 保健医療
（4.1％)

教育 教養娯楽
(0.0％)

65歳以上の夫婦のみの無職世帯の家計収支

出所：総務省「家計調査報告-家計収支編2023」より

食料 住居

光熱・水道 被服・履物
(2.2%)

交通・通信
その他の消費支出



65歳以上の高齢者の就業率(男性)

出所:厚労省「高齢期と年金をめぐる状況」2023年より
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65歳以上の高齢者の就業率(女性)

出所:厚労省「高齢期と年金をめぐる状況」2023年より
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60～64歳の就業率

出所:厚労省「高齢期と年金をめぐる状況」2023年より
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保険料

1階部分税金

基礎年金の財源は平成２１年度までに税金
割合を１／２に引き上げた。

〇公的年金制度

国民年金（基礎年金）



城西大学現代政策学部

〇支給額

2024年度 公的年金支給2.7%引き上げ

老齢基礎年金68,000円 (前年度より1,750円増)

老齢厚生年金230,483円(前年度より6,001円増)

〇「モデル年金」

夫:平均男性賃金で40年間厚生年金加入 妻:専業主婦

2024年度 月額226,000円

□年金
〇公的年金制度



□年金
〇公的年金制度

[所得代替率]

出所：日本経済新聞 電子版より

50%を維持するように制度設計

夫が厚生年金に加入、妻が専業主婦世帯
で、65歳でモデル年金を受給するとき
の金額が、男性現役世代の手取りの収入
の何%か?



・「マクロ経済スライド」の強化

現役世代の人口減少や寿命の伸びを
考えて、年金受給額を抑える仕組み

□年金
〇公的年金制度



□年金
〇財政検証

出所：日本経済新聞 電子版より

人口減少や平均余
命に合わせて、年
金の給付水準を自
動的に調整するし
くみ



□年金
〇財政検証

出所：日本経済新聞 電子版より



城西大学現代政策学部

〇厚生年金の適用対象の拡大 (採用: どこまで範囲を拡大するか?)

厚生年金の適用範囲の拡大(2016年～)

月額賃金88,000円(年収106万円)以上

週20時間以上、勤務期間2カ月以上

従業員数101人以上(10月から51人以上)

来年度2025年の年金制度改正⇒企業規模の撤廃へ

□年金
〇財政検証



城西大学現代政策学部

〇基礎年金の保険料納付期間を45年に延長(見送り)

〇加給年金の廃止

〇遺族厚生年金の男女格差是正

〇基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライド調整期間

の一致

□年金
〇財政検証



城西大学現代政策学部

〇在職老齢年金制度の見直し

賃金と厚生年金額合計50万円超で、年金減額

65歳以上の就業者中17%が適用

〇標準報酬 高所得者が支払う保険料の上限引き上げ

65万→75～98万円

□年金
〇財政検証



城西大学現代政策学部

□年金
〇財政検証

〇触れられていない点⇒
①支給開始年齢の引き上げ
・米国66 ⇒67(2027年)
・ドイツ66⇒67(2031年)
・英国66 ⇒68(2046年)

➁年金課税

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_United_States.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Germany.svg
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■ 日本はEET型だが、実質はEEE型

租税論から見た年金課税

拠出段階 管理運用段階 給付段階

包括的所得税 課税 課税 非課税

支出税 非課税 非課税 課税



城西大学現代政策学部□年金
〇年金課税

出所：財務省



出所：財務省



城西大学現代政策学部

32

図４　全納税者の課税ブラケット別割合(%)　H２６年度

34.5% 28.3% 28.5% 4.2%全納税者

-195 195－330万 330－695万 695－900万 900－1800万 1800万－

出所：A市提供データより筆者作成。

3.7%

0.8%

□年金
〇年金課税



0

＜公的年金等控除額 65
歳以上 (万円)＞

120

120

140
194

公的年金等
の収入金額

330 410 770

公的年金等
控除額
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出所：A市提供「市町村税課税状況等の調」よ
り筆者作成

□年金
〇年金課税
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出所：「市町村税課税状況等の調」などを基に筆者推計。

□年金
〇年金課税
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出所：「市町村税課税状況等の調」などを基に筆者推計。

□年金
〇年金課税



◼ データ 「市町村税課税状況等の調」

「公的年金等収入金額の段階別」

所得控除・・・基礎控除(一律33万円)

配偶者控除 (70歳以上に38万円)

(それ以外(65～69歳)に33万円)

社会保険料控除

介護保険料(年額)を算入

37

□年金
〇年金課税



◼ 雑所得を源泉とする推計税収は、約16億6千万
～17億3千万(65歳以上と65歳未満合計)

◼ 個人市民税収全体の4.4% (4.3%～4.5%)程度

◼ 適用された公的年金等控除額の合計額は、

約450億円から490億円(推計)

38

□年金
〇年金課税



39

■ 年金受給者のうち非納税者が6割以上存在する

■ 市民税税収に占める雑所得(公的年金等に係る雑所得)からの
税収割合が4%～5%と極めて低い

■ 公的年金等控除の縮小など課税強化を実施することで、個人
市民税収はケース(i)で約3%、ケース(ii)で約9%程度増加する

□年金
〇年金課税



城西大学現代政策学部

□年金
〇年金制度改正

〇改革案 提案:
・他国の事例
・支給開始年齢
・給付付き税額控除
・個人勘定賦課方式



□「税金関係」

〇退職金課税
〇消費税
〇相続税
〇住民税 「ふるさと納税」



60.30%

41.90%

25.90%

69%

26.50%

40.20%

47.10%

21.40%

13.20%

17.90%

27%

9.60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100～299人

300～999人

1,000人以上

企業規模計

年金受給資格者の年金・一時金の選択状況(企業規模別:令和5年)

全額一時金受給 一時金と年金の併用 全額年金受給

□「税金関係」
〇退職金課税

出所: 厚労省「令和５年就労条件総合調査 結果の概況」より作成





令和6年度 一般会計予算

出所：財務省
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□「税金関係」
〇消費税

出所：財務省



□「税金関係」
〇消費税

出所：財務省



出所：財務省

□「税金関係」
〇相続税 相続税のしくみ



相続税の税収、課税件数割合及び負担割合の推移

出所：財務省
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■ 個人が寄付した場合の優遇税制は限定的

■ 法人は公益目的以外でも損金算入が

認められている。個人と比較すると優遇。

■ 個人も法人も多年度にわたる繰越控除はできない。

[日本の寄付税制の特徴]

□「税金関係」
〇住民税 「ふるさと納税」
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■ 『寄付白書2011』

個人寄付総額 4,874億円(GDP比0.1%)

○ 15歳以上の33.7%が寄付行為をしている

○ 寄付者のうち確定申告者比率は4.6%

○ 寄付先は使途を重視

□「税金関係」
〇住民税 「ふるさと納税」
[日本の寄付税制の特徴]



ふるさと納税 の仕組み

＜税務署＞＜自治体＞

領収書など 確定申告

寄付 控除・還付

＜寄付者＞

＋アルファ
特典



○地域の特産が＋アルファで送られることが多い

米、野菜、招待など

○使い道を指定できる

□「税金関係」
〇住民税 「ふるさと納税」



〇住民税 「ふるさと納税」
さまざまなプラットフォーマー



①所得税の控除 =（ふるさと納税の寄付額－2,000円）×所得税の税率
➁住民税の控除（基本分）=（ふるさと納税の寄付額－2,000円）×10％
➂住民税の控除（特例分）=（ふるさと納税の寄付額－2,000円）×（100％－10％ －所得税の税率）
≦住民税所得割額×20%

□「税金関係」
〇住民税 「ふるさと納税」

出所：総務省



市区町村 受入額(単位:百万円) 受入件数(単位:件)

１ 宮崎県都城市 19,384 1,012,796

２ 北海道紋別市 19,213 1,243,201

３ 大阪府泉佐野市 17,514 1,174,877

４ 北海道白糠町 16,778 1,074,349

５ 北海道別海町 13,903 923,046

６ 北海道根室市 12,554 532,138

７ 愛知県名古屋市 11,710 206,175

８ 静岡県焼津市 10,687 698,210

９ 福岡県飯塚市 10,513 872,784

10 京都府京都市 10,006 217,224

「ふるさと納税」受入額上位10団 令和5年度

出所：総務省



「ふるさと納税」 市町村民税控除額上位10団体 令和6年度

市区町村
市町村民税控除額

(単位:百万円)

控除適用者数

(単位:人)

1 神奈川県横浜市 30,467 439,267

2 愛知県名古屋市 17,654 255,163

3 大阪府大阪市 16,655 279,922

4 神奈川県川崎市 13,578 207,616

5 東京都世田谷区 11,028 146,812

6 埼玉県さいたま市 10,069 155,694

7 福岡県福岡市 9,651 157,450

8 兵庫県神戸市 9,264 149,692

9 北海道札幌市 8,974 164,329

10 京都府京都市 8,243 129,062



◼ 「納税者投票」の意義

クラウドファンディング

◼ 地域活性化

◼ 震災復興・コロナ禍の生活支援

◼ 寄付文化の醸成

◼ 富裕層有利 → 特例分の控除縮小・廃止

□「税金関係」
〇住民税 「ふるさと納税」



指定のあった
大学へ助成

寄付をする
大学を指定

＜寄付者＞ ＜坂戸市＞ ＜城西大学＞

• ふるさと納税を活用した事例

神戸市と市内の大学

北海道江別市と市内の大学

返礼品

検討中
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◼ご清聴どうもありがとうございました




